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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年４月５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月８日（日） １２時００分ごろ 

発生場所 滋賀県守山市琵琶湖大橋南東側付近  

守山市所在の今浜三等三角点から真方位２５４°１,４３０ｍ付近  

（概位 北緯３５°０７.０′ 東経１３５°５６.５′) 

事故調査の経過 平成２２年８月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ でこ吉田
よしだ

、５トン未満 

   ２５３－２５４７１滋賀、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５.６０kＷ、平成１２年４月、最大搭載人員３人 

Ｂ 水上オートバイ ｈｉｄｅ
ひ で

、５トン未満 

   ２５３－２６８３１滋賀、個人所有 

   ２.６４ｍ（Lr）×１.０８ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、７３.５５kＷ、平成１３年４月、最大搭載人員３人 

乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 ４２歳 

   操縦免許証 なし 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４２歳 

   旧四級小型船舶操縦士（失効中） 

    免許登録日 平成４年７月３日 

    免許証交付日 平成１４年６月２５日 

           （平成１９年７月２日まで有効） 

死傷者等 Ａ 死亡 １人（同乗者Ａ２） 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 船尾部に凹損、操縦ハンドル折損 

Ｂ 船首部に擦過傷 

事故の経過 

 

Ａ船は、操縦者Ａ、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２が乗船し、操縦者Ａが座席

中央に座り、同乗者Ａ１を同座席の前部に、同乗者Ａ２を同座席の後部にそ

れぞれ乗せ、守山市所在のマリーナの水上オートバイ発着専用桟橋（以下

「専用桟橋」という。）から離桟し、速力約６０㎞/hで西進した。 

その後、操縦者Ａは、同乗者Ａ１（操縦免許証なし）と操縦を交替する

ためにＡ船を停止することとしたが、後方を確認していなかったので、Ｂ

船が右舷後方に接近していることに気付かずに減速し、平成２２年８月８

日１２時００分ごろ、マリーナ西方沖約３７０ｍ付近において、Ａ船の船

尾部とＢ船の船首部が衝突した。 



- 2 - 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗船し、船長Ｂが座席中央に座り、同乗者を

同座席の前部及び後部に乗せ、Ａ船が離桟したのち、西進した。 

船長Ｂは、Ａ船の右舷後方から追走する態勢で接近し、Ａ船との距離が

約３０ｍとなったとき、Ａ船の速力が落ち、操縦ハンドルを切る間もなく

Ａ船と衝突した。 

Ａ船は、乗船者全員が前方に重なるようにして倒れ、同乗者Ａ２がＢ船

との間に挟まれた。 

同乗者Ａ２は、意識不明状態でＢ船に乗せられてマリーナに戻り、救急

車で病院に搬送されたが、１６時５３分ごろ死亡が確認された。死因は腹

腔内出血性ショック死であった。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、気温 約３２℃、視界 良好

海象：湖面 平穏 

その他の事項 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

マリーナ付近の水域では、本事故当時、１０数隻の水上オートバイが遊

走していた。 

専用桟橋の出入り口に設けられた掲示板には、水上オートバイを操縦す

るには操縦免許証が必要であること、及び酒酔い操船の禁止の旨が記載さ

れていた。 

操縦者Ａは、操縦免許証を受有しておらず、また、船長Ｂは、操縦免許

証が失効していた。 

Ａ船及びＢ船の所有者は、上記の事実を知らなかった。 

操縦者Ａは、Ａ船を操縦する前、バーベキューをしていたときに３５０

㎖の缶ビールを１.５本、船長Ｂは、３５０㎖の缶ビールを１本飲んでい

た。 

警察が実施した本事故直後のアルコール検査の結果、操縦者Ａ及び船長

Ｂの吸気アルコール濃度は、各々０.０５mg/ℓ及び０.１７mg/ℓであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、琵琶湖湖南において、Ｂ船の左舷前方

を先行中、操縦者Ａが、後方の見張りを行わずに

減速したことから、Ｂ船が右舷後方に接近してい

たことに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、Ａ船の右舷後方を遊走中、船長Ｂが、

Ａ船との船間距離をとっていなかったことから、

Ａ船との衝突を避けることができず、Ａ船と衝突

した可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船と衝突して、座席後部側からＡ船

のハンドル方に向けて乗り揚がる際、座席後部に

座っていた同乗者Ａ２に当たったものと考えられ

る。 

操縦者Ａ及び船長Ｂは、操縦免許証を受有して

いなかったことなどから、Ａ船及びＢ船を操縦し

てはならなかった。 
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操縦者Ａ及び船長Ｂは、飲酒をしたのちに操縦

していたが、飲酒による影響は個人差があるが、

操縦に影響を与えた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、琵琶湖湖南において、Ａ船がＢ船の左舷前方に位置して共に

遊走中、操縦者Ａが後方の見張りを行わずに減速し、また、Ｂ船がＡ船と

の船間距離をとっていなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・水上オートバイの所有者は、操縦免許証を有する者に操縦させるよう

に管理すること。 

・水上オートバイの操縦者は、飲酒の影響で正常な操縦ができなくなる

おそれがあることから、飲酒をしたのちの操縦は行わないこと。 

 




